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４．議事 

 

（1）議案 

    会長選出 

 

    会長                              

 

 

○北広島市緑のまちづくり条例 （昭和 61年 12月 19日条例第 22号《抄》 

 

 第 20条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選により選出する。 

 2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

 3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代

理する。 
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（2）協議事項 

    会議及び会議録の公開について 

 

    会議については、傍聴を希望する市民に公開することとします。 

    また、会議録については、委員名簿を含め、市のホームページに掲載します。 

 

 

○北広島市情報公開条例 （平成11年3月24日条例第2号）《抄》  

 

(目的)  

第1条 この条例は、公文書の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に

関する情報についての市民の知る権利を保障し、市政の諸活動について説明する

責任を全うするとともに、市民参加の促進とより公正で開かれた市政を実現し、

市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した市民主体

の市政の推進に寄与することを目的とする。 

  

(実施機関の責務)  

第3条  略  

2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理する等、この条例により

公文書の公開を求めるものの利便に配慮しなければならない。  

 

(会議の公開)  

第 20 条  実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開する

ものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、不服申立て

の審理、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、当該会議を公開す

ることが適当でないと認められるときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


